
琵琶湖森林づくり県民税条例の一部を改正する条例案について 

 

１ 趣旨 

琵琶湖森林づくり県民税条例（平成17年滋賀県条例第40号。以下「森林県民税条例」という。）

付則第６項の規定に基づき、同条例の規定について検討を行った結果、本県の森林を取り巻く課題

に対応し、琵琶湖森林づくり基本計画（以下「基本計画」という。）に掲げる目標を達成するためには、

引き続き財源の確保が必要であることから、同条例は現行制度のまま継続するとともに、基本計画

の次回の見直し時期と同時期となる５年後を目途に再度検討を行うこととするため、同条例の一部

を改正しようとするもの。 

 

２ 琵琶湖森林づくり県民税の概要 

目  的 

琵琶湖森林づくり県民税（以下「森林県民税」という。）は、琵琶湖の水源かん養、県土

の保全等全ての県民が享受している森林の有する公益的機能の重要性に鑑み、滋賀

の森林を健全な姿で未来に引き継いでいくことが必要であることから、「環境重視」と

「県民協働」の視点に立ち、その有する公益的機能が高度に発揮されるような森林づく

りのための施策に要する経費の財源を確保するために設けているもの。 

課税方式 県民税均等割超過課税方式 （県民税均等割の標準税率に一定額を加算） 

納税義務者 
個人：１月１日現在で県内に住所等のある個人 

法人：県内に事務所等のある法人等 

税  率 

個人：800 円（標準税率 1,000 円） 

法人：法人県民税均等割の標準税率の 11％相当額 

資本金等の額による区分 税率 (標準税率) 

下記以外の法人（均等割非課税法人除く。） 2,200 円 20,000 円 

１千万円超１億円以下 5,500 円 50,000 円 

１億円超 10 億円以下 14,300 円 130,000 円 

10 億円超 50 億円以下 59,400 円 540,000 円 

50 億円超 88,000 円 800,000 円 
 

 

３ これまでの改正経緯 

時期 検討状況および改正の内容 

平成 18 年４月 
琵琶湖の水源かん養や県土の保全等の森林の有する公益的機能が高度に発揮され

るような森林づくりのための施策を推進するため、森林県民税条例を施行。 

平成 22 年度 
施行から５年を迎えるにあたり検討を行った結果、導入時の制度を維持することとし、

更に５年後を目途として検討するよう森林県民税条例付則を改正。 

平成 27 年度 

～平成28年度 

前回の検討から５年後の平成 27 年度に琵琶湖森林づくり県民税条例検討会を設置

し、翌年度にかけて検討を行った結果、導入時の制度を維持することとし、更に４年後

を目途として検討するよう森林県民税条例付則を改正。 

平成 30 年度 

森林経営管理法（平成 30 年法律第 35 号）が制定され、森林環境税・森林環境譲与

税が創設されることとなり、同譲与税の国からの譲与が平成 31 年度から開始される

こととなったため、森林県民税は、森林経営管理法に基づく市町施策の支援等以外

のものに要する経費に充当することとして、使途を明確化することとし、森林県民税条

例本則を改正。 
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令和元年度 

～令和２年度 

平成 28 年度の検討から４年を迎えるにあたり、滋賀県税制審議会へ諮問。 

同審議会からの答申の主旨に沿って、現行制度のまま継続するとともに、基本計画の

見直し時期に合わせ、５年後を目途に再度検討を行うこととして森林県民税条例付則

を改正。 

現在 
令和２年度の検討から５年を迎えるにあたり、令和６年 11 月 18 日に滋賀県税制審議

会に諮問したところ、令和７年 10 月 20 日に答申があった。 

 

４ 検討結果（滋賀県税制審議会からの答申の概要（答申の全文は別添のとおり）） 

（１） 森林県民税の評価について 

· 森林県民税を活用して創意工夫された事業が実施され、様々な成果を上げられている。 

· 基本計画に掲げる目標を達成していくために、事業実施に必要な安定的な財源として、森林

県民税の継続が適当。 

(2) 使途について 

· 森林県民税を活用して取り組んできた事業（以下「森林県民税事業」という。）については、一

定の成果を上げており、引き続き取り組んでいくことが必要と認められることから、基本的に

現行の事業を継続することが適当。 

· また、森林県民税と森林環境譲与税（以下「譲与税」という。）の使途が重複しないよう、「琵琶

湖森林づくり県民税および森林環境譲与税の使途に関する基本方針」の整理によって両者を

使い分けていくことが適当。 

· ただし、譲与税で実施するべき事業であるが、森林県民税の趣旨に合致する事業であって、

譲与税の額が不十分な場合には、併用して活用することも考えられる。 

· 使途の効果検証をするにあたっては、森林県民税事業による多様な公益的機能が、他の行政

分野における費用の低減への貢献度を定量的に明らかにすることは、重要な視点の一つ。 

(3) 課税方式について 

· 現時点で特に不都合は認められず、現行の課税方式を継続することが適当。 

(4) 税率設定について 

· 令和12 年度までは基金残高も活用して、事業費を確保できる見込みであることから、現時点

では、現行の税率を維持することが適当。 

· なお、貴県の税率は、他府県の同趣旨の超過課税と比較し高水準であることから、負担に見合

う受益が広く県民に及ぶように施策を実施し、県民に便益を知ってもらうための工夫が必要。 

(5) 次回見直しの検討時期について 

· これまでと同様に基本計画の見直し（５年ごと）と同時期に行うことが適当。 

· ただし、納税者の税負担の水準について検討が必要な場合には、見直しの検討時期を前倒し

することも視野に入れるべき。 

 

５ 改正の概要 

(1) 答申の主旨に合わせて、森林県民税について、現行制度のまま継続するとともに、基本計画の

見直し時期に合わせ、５年後を目途に再度検討を行うこととします。（付則第６項関係） 

(2) この条例は、公布の日から施行することとします。 
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令和 7年(2025 年)10 月 20 日 

 

 滋賀県知事 三日月 大造 様 

 

                                                    滋賀県税制審議会  

                                                   会長 諸富 徹 

 

琵琶湖森林づくり県民税について（答申） 

 

令和６年 11 月 18 日付け滋税第 470 号で当審議会に諮問された琵琶湖森林づくり県民税

について、下記のとおり答申します。 

 

記 

 

１ 評価について 

現行の第２期琵琶湖森林づくり基本計画（以下「基本計画」という。）の計画期間は、

令和３年度から令和 12年度までとなっているが、計画開始から５年を目途に計画内容を

見直すこととされていることから、前半５か年の成果とその評価、残された課題や新たに

対応すべき課題を踏まえ、今年度中に後半５か年に向けて基本計画が改定されることと

なっている。 

 当審議会では、今回の基本計画の見直しにあわせて、琵琶湖森林づくり県民税（以下「森

林県民税」という。）の見直しの必要性を検討するため、基本計画に基づくこれまでの取

組や基本計画の見直しの方向性等について貴県に説明を求め、滋賀県森林審議会の意見

も聴取しながら、５回にわたって審議し、慎重な検証を行ったところである。 

その結果、貴県は、基本計画に掲げる目標の達成に向けて、森林と琵琶湖との関係を重

視しながら、公益的機能の高度発揮に重点を置いた「環境を重視した森林づくり」と広く

県民が森林に対する理解と関心を深める「県民協働による森林づくり」を推進するために、

森林県民税を活用して創意工夫された事業を実施し、様々な成果を上げられているとの

評価に至った。 

今後も貴県の森林を取り巻く課題に対応し、基本計画に掲げる目標を達成していくた

めに、事業実施に必要な安定的な財源として、森林県民税の継続が適当である。 

 

２ 使途について 

(1) 使途の基本的な考え方について 

これまで森林県民税を活用して取り組んできた事業（以下「森林県民税事業」とい

う。）は、第２期基本計画（中間改定後）においても概ね継続実施されることとなる。

（別添）答申全文 



滋賀県森林審議会の意見も聴取し、検証を行ったところ、森林県民税事業については、

一定の成果を上げており、引き続き取り組んでいくことが必要と認められることから、

基本的に現行の事業を森林県民税事業として継続することが適当である。 

なお、使途については、今後の貴県の森林づくりを巡る社会経済情勢の変化に対応

し柔軟に見直すべきであるが、検討にあたっては、税導入時の哲学を踏まえることや

受益と負担の観点を意識することが必要である。 

 

(2) 森林県民税と森林環境譲与税との使途の整理について 

森林環境譲与税（以下「譲与税」という。）の譲与開始に伴い、貴県は、平成 31年

３月に琵琶湖森林づくり県民税条例（平成 17 年滋賀県条例第 40号）を改正し、森林

県民税と譲与税の使途について、譲与税は森林経営管理法（平成 30 年法律第 35 号）

に基づく施策に充当し、森林県民税は譲与税と使途が重複しないよう、森林経営管理

法に基づく施策以外の県独自の施策に充当するものと整理している。 

また、県は広域的な施策を行い、市町は住民に近く地域の実情を踏まえた施策を行

うという考えのもと、森林県民税事業を見直し、森林県民税事業から廃止した事業は、

市町が地域の実情に応じて譲与税を活用して実施するものとする「琵琶湖森林づくり

県民税および森林環境譲与税の使途に関する基本方針」を策定している。 

この考え方は、現在においても合理的なものであることから、今後も税の使途を考

える大前提として、この整理によって森林県民税と譲与税を使い分けていくことが適

当である。 

ただし、本来譲与税を充当するべき事業であるものの、環境重視と県民協働という

森林県民税の趣旨にも合致する事業である場合において、その実施にあたり譲与税の

額が不十分な時においては、併用して活用することも考えられる。 

併用して活用する場合は、森林県民税による施策の効果が見えにくくなるため、よ

り丁寧な説明が必要になる点に留意すべきである。 

 

(3) 使途の効果を検証する上での視点について 

貴県では、森林整備によって発現する森林の公益的機能についての経済的評価を試

算されている。今後も、森林県民税事業による、森林が持つ多様な公益的機能が環境

政策や防災政策等、他の行政分野の行政費用の低減への貢献度を定量的に明らかにす

ることは、森林県民税の使途の効果検証をする上で重要な視点の一つである。 

また、森林環境学習のように意義は認められつつもその効果を定量的に測ることが

難しい事業について、手法に工夫を凝らしながら効果検証に努めることも必要である。 

 

３ 課税方式について 

森林県民税では、県民に広く負担を求める点で公平であること、低所得者への配慮が可

能であること、徴税コストが安価であることを理由に「県民税均等割超過課税方式」を採



用するとともに、同方式のデメリットである税収とその使途が不明確である点を解消す

るため、「基金積立方式」を採用している。 

現時点で特に不都合は認められず、現行の課税方式を継続することが適当である。 

 

４ 税率設定について 

(1) 現行の税率について 

森林県民税の現行の税率は、個人は年 800 円、法人は法人県民税均等割の 11％相当

額となっている。これは、森林県民税の導入検討時において、森林県民税を充当する

「環境を重視した森林づくり」および「県民協働による森林づくり」の実施に要する

単年度の標準的な事業費が６億円程度と見込まれたことから、同程度の税収規模とな

るよう設定されたものである。 

森林県民税の税収は、導入時の想定を上回る年７億円程度で推移しているが、森林

県民税事業の事業費も想定を上回る水準で推移しており、近年は、コロナ禍で一部事

業の実施が困難となった令和元年度および令和２年度を除き、森林県民税事業の事業

費が基金への積立額を上回る状況が続いている。 

 

(2) 今後の税率について 

第２期基本計画の後半５か年における目標事業量等を基に試算した森林県民税事

業の単年度当たりの事業費は、7.5 億円程度と見込まれる。 

一方、現行の税率を維持した場合の今後の税収は年 7.7 億円程度、税収から賦課徴

収に要する費用を控除した基金積立額は、年 7.3 億円程度と見込まれる。 

近年の物価上昇を踏まえて森林県民税事業の事業費と基金積立額を均衡させるた

めには、税率を引き上げる必要があるが、国税である森林環境税の徴収が開始されて

間もないこと、また、森林施業における新技術の活用等による事業費の抑制効果や事

業執行の工夫・見直し等により、令和 12年度までは基金残高も活用して、事業費を確

保できる見込みであることから、現時点においては、現行の税率を維持することが適

当である。 

なお、貴県の森林県民税の税率は他府県で実施されている同趣旨の超過課税と比較

して高水準となっている。高水準の負担を求めるにあたっては、高水準の税負担に見

合う受益が広く県民に及ぶように施策を実施する他、県民にそれによる便益を知って

いただくための工夫が必要である。 

また、今後貴県において新たな税負担の具体化を検討することになった場合には、

貴県における超過課税による個人・法人への税負担が過度なものとなっていないかの

確認が必要である。 

 

５ 次回の見直しの検討時期について 

これまで、森林県民税の見直しの検討は、５か年ごとの基本計画の見直し時期に合わせ



て実施されてきた。 

森林県民税の見直しの検討を基本計画の見直しと同時期に行うことで、滋賀県森林審

議会の考えと当審議会の考えが異なった場合にその調整が行いやすいこと、県民の立場

から、基本計画の見直しと森林県民税の見直しの検討について同時に知ることができる

ため、それぞれの関連性をより理解しやすくなることなどのメリットがあることから、こ

れまでと同様、森林県民税の見直しの検討は、基本計画の見直しと同時期に行うことが適

当である。 

ただし、社会経済情勢の変化や基金の状況、また貴県で議論されている「みんなの移動

を支え、暮らしを豊かにする新たな税」の検討状況等を踏まえ、森林環境税、森林県民税

を含む納税者の税負担の水準について検討が必要な場合には、森林県民税の見直しの検

討時期を基本計画よりも前倒しすることも視野に入れるべきである。 

 

６ 森林県民税事業の実施における課題について 

(1) 森林県民税の認知度の向上について 

令和６年に貴県が実施した県政モニターへのアンケートによると、森林県民税が徴

収されていることを知っている県民は 48.6％となった。令和元年の 16.6％から大き

く上昇しており、前回の当審議会の答申等を踏まえて、認知度の向上を図る取組を進

めてこられたものと考える。 

森林県民税は、実質的には目的税であり、県民にこれを負担している意識が欠如し

ていると、税負担とその施策による便益についての理解や施策そのものに対する関心

を持ちにくくなり、「県民協働による森林づくり」の観点からも好ましくない。県民に

一定の負担を求めている以上、森林県民税への認知度を高めるための取組を継続する

とともに、県民が森林県民税の評価を行えるよう、森林県民税事業の取組や成果に対

する認知度を高めるための取組を継続することが必要である。 

 

(2) 公的に管理された森林について 

森林県民税が導入された当初から、県有林や市町有林、財産区管理の森林等の公的

に管理された森林には、既存の財源が投入されていることから、その整備等に森林県

民税を充当することは望ましくないとされてきた。しかしながら、滋賀県森林審議会

から意見のあった、公的に管理された森林のうち、奥山等不採算林の環境林化につい

て、今後、森林県民税の充当対象として適当か否かについては、貴県の森林政策の一

つの転換点であることから、基本計画等において公的に管理された森林の種類に応じ

た県の関与を明確にすることが必要である。その上で、もし、譲与税の額が不足して

いるなど、公的に管理された森林への森林県民税の使途拡大が必要であるならば、更

なる議論が必要である。 



 

 
 

 
 

琵琶湖森林づくり県民税条例の一部を改正する条例案要綱 
 
 
１ 改正の理由 

琵琶湖森林づくり県民税条例（平成17年滋賀県条例第40号）付則第６項の規定に

基づき、同条例の規定について検討を行った結果、本県の森林を取り巻く課題に対

応し、琵琶湖森林づくり基本計画に掲げる目標を達成するためには、引き続き財源

の確保が必要であることから、同条例は現行制度のまま継続するとともに、同基本

計画の次回の見直し時期と同時期となる５年後を目途に再度検討を行うこととする

ため、同条例の一部を改正しようとするものです。 

 
２ 改正の概要 

(1) この条例の施行後５年を目途として、琵琶湖森林づくり県民税条例の施行状況、

社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、同条例の規定につ

いて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすることとしま

す。（付則関係） 

(2) この条例は、公布の日から施行することとします。 
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琵琶湖森林づくり県民税条例新旧対照表 

旧 新 

本則 省略 本則 省略   

付 則 付 則   

１～５ 省略 １～５ 省略 

（検討） （検討）   

６ 知事は、琵琶湖森林づくり県民税条例の一部を改正する条例（令

和２年滋賀県条例第56号）の施行後５年を目途として、この条例の

施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めると

きは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必

要な措置を講ずるものとする。 

６ 知事は、琵琶湖森林づくり県民税条例の一部を改正する条例（令

和８年滋賀県条例第 号）の施行後５年を目途として、この条例の

施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めると

きは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必

要な措置を講ずるものとする。     

 

 


